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・本特記仕様書は、福山メモリアルパーク休憩施設設置工事に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和7年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、
「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても
同様とする。

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、
工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・施工内容：福山メモリアルパーク休憩施設設置工事
・時間　　：9：00～17：00（作業可能時間）
・上記によりがたい場合は別途協議すること。

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分
先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含
む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写
し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建
設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出するこ
と。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節　工事に着手すべき期日について

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第5節　法定外労災保険の付保について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　施工時期・時間の制限

第2節　検査期間

第3節　建設副産物について



・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生
土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラン
ト、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を
除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建
設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地
（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等
を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下
請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正
に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基
づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山
市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経
済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しな
い。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協
議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等
を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

剪定・伐採・除草等により発生した樹木などは、「受入基準」に基づきふくやま環境美化センター、もしくは、リサ
イクル工場で「廃棄物搬入届兼許可伝票」を使用して処分すること。業務完了後、報告書・写真・「廃棄物搬入届兼
許可伝票」（未使用分）計量表を道路整備課へ提出する事。
※本伝票は、金券であり公文書のため紛失等の内容取扱いに注意すること。
※草等の「燃やせるごみ」の中に空き缶・空き瓶・ペットボトル等の廃棄物が混入しないよう分別すること。
・受入施設　　　：ふくやま環境美化センター
　 受入基準①　　　：幹の直径10cm以下の樹木
　 受入基準②　　　：長さ50cm以下の樹木・草等
・受入施設　：リサイクル工場
　受入基準1：幹の直径20cm以下の樹木
　受入基準2：長さ2m以下の樹木等

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受ける
こと。

第1節　その他項目

第4節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい
積））

第5節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

第6節　樹木の処分

第4章　その他

第5章　施工条件

第1節　樹木の処分



1）剪定・伐採・除草・清掃等により発生した樹木等は「受入基準」に基づき、「ふくやま環境美化センター」で「廃
棄物搬入届兼許可伝票」を使用し、処分すること。
　（ふくやま環境美化センター内で、ごみ種ごとに処分場所が異なるため、分別したうえで、搬入すること）
　「廃棄物搬入届兼許可伝票」が必要になった場合は、使用予定枚数を発注者へ報告し受け取ること。
　なお、受け取った「廃棄物搬入届兼許可伝票」で未使用のものがあれば、遅滞無く発注者へ返却すること。
　※本伝票は、金券であり公文書ですので紛失等の内容取扱いに注意すること。
　※草等の「燃やせるごみ」の中に空き缶・空き瓶・ペットボトル等の廃棄物が混入しないよう分別すること。

【受入基準】
・受入施設　：ふくやま環境美化センター
　受入基準1：幹の直径10cm以下の樹木　　長さ50cm以下の樹木・草等
　受入基準2：幹の直径20cm以下の樹木　　長さ2m以下の樹木等

2)上記1)の基準に適合しない樹木（幹の直径が２０ｃｍを超えるもの）は「チップ」として再利用するため、下記の
条件に適合するよう処理し、チップ化施工業者（※2）へ直接搬入するものとする。
「条件」
　ア）幹の直径２０ｃｍを超えるものは、長さ３ｍ未満に切断し搬入する。
　イ） 小枝・葉又は腐っている樹木はチップ化製品に適合しないため取り除いて搬入する。
　ウ）小枝・葉又は腐っている樹木はふくやま環境美化センターへ搬入する。
※２　①企業名：大光産業　場所：福山市南松永町四丁目２－５５
　　　　受入時間：８：３０～１７：００
　　　②企業名：笠岡物産・大洋物産　場所：福山市南松永町三丁目１－５２
　　　　受入時間：８：３０～１７：００

1.）高木（せん定・伐採）（H=3.0m以上）
　施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。
　せん定樹木の幹周（胸高約１．２０ｍ）を測定し写真管理すること。

2.）中低木（せん定・伐採）
　施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。
　せん定後の樹高・幅・長さを測定し写真管理すること。

3.）下枝せん定
　下枝せん定とは、地面より高さ３．００ｍまでの支障となる枝並びに道路、または隣接する家屋等に侵入している
枝等を付根から刈り取ることを言う。
　施工前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

4.）清掃
　施行前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

5.）除草
　施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

6.）薬剤散布
　施工状況及び薬剤使用量を写真管理すること。

7.）処分
　積込前と積込後の状況を写真管理する。その際には、黒板に「廃棄物搬入届兼許可伝票ナンバー」を明記し写真内
へ表示すること。

8.）伐採
　施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

9.）植栽
　施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

（留意事項）
　剪定を実施した樹木（サクラ）の枝等の切断面に、切口養生剤を塗布すること。

第2節　樹木のせん定及び伐採時の施工管理





















ピクニック広場

臨　時　駐　車　場

ピクニック広場

臨　時　駐　車　場

高(m)幅(m)延長(m)名称

撤去（Co）

1.774

0.183.143.14基礎（Co）

体積(m3)

1.774

合計

高(m)幅(m)延長(m)名称

新設

シェルター

0.053.143.14舗装（As）

体積(m3)

0.493

1500：X＝10：4
X＝600

Y＝1500+600
2 22

Y＝1616

Y

X

Y

休憩施設（四阿）面積

13.003.00木造建物

41.6163.00成形板（屋根）

9.00

9.70

成形板面積　高さ計算

枚数高(m)幅(m)名称 面積(m2)

1 伐採・抜根 中低木 C＜20

2 伐採・抜根 中低木 20≦C＜30

3 伐採・抜根 中低木 30≦C＜60

4 伐採・抜根 中低木 60≦C＜90

5 抜根 中低木 30≦C＜60

6 抜根 中低木 60≦C<90

11

5

5

1

1

1

実施作業 樹種 幹周C(cm) 本数

撤去（樹木）

数量表へ記載

箇所高(m)幅(m)名称

撤去（休憩施設）

41.6163.00屋根（CAD）

面積(m2)

9.70

13.003.00木造上屋解体(延床) 9.00

撤去図面

新設図面

ベンチ(据付) 数量表へ記載

図面番号

工 事 名

種　　別

公 園 名

工事箇所

福　山　市

福山市東深津町三丁目地内

福山メモリアルパーク

位置図　撤去平面図　新設平面図
番
号

福山メモリアルパーク休憩施設設置工事

／
1

3 縮　尺 図示

設計年月:2025年10月

位置図

国
補

令和7年度

中低木　C＝41

中低木　C＝41

中低木　C＝41

中低木　C＝18

中低木　C＝18

中低木　C＝40

切株　C＝89

中低木　C＝22

中低木　C＝29

中低木　C＝10

中低木　C＝29

中低木　C＝18

中低木　C＝18

中低木　C＝39

中低木　C＝70
中低木　C＝18

中低木　C＝7

中低木　C＝17
中低木　C＝18

中低木　C＝7 中低木　C＝23
中低木　C＝23

切株　C＝58

撤去　N=１基

休憩施設（四阿）

中低木　C＝18

新設　シェルター

N=１基

新設　ベンチ（据置仕様）

N=１基

Y=
1
61
6

3000X＝
60
0

舗装

工事箇所

既存ベンチ

N＝１基

５００ １０００

１０ ４

平面図

S= 1：６００

平面図

S= 1：６００



図面番号

工 事 名

種　　別

公 園 名

工事箇所

福　山　市

福山市東深津町三丁目地内

福山メモリアルパーク

シェルター図面
番
号

福山メモリアルパーク休憩施設設置工事

／
2

3 縮　尺 図示

設計年月:2025年10月

国
補

令和7年度

平面図

S= 1：50

（ADＥ）

シェルター

S=図示

立面図

S= 1：50

側面図

S= 1：50

基礎平面図

S= 1：50

アンカープラン

S= 1：20

G.L. G.L.

A

A型基礎
A型基礎x2ケ

屋根：ポリカーボネート 5t

（グレースモーク）

89.1φx2.8t

89.1φx4.2t

支柱：□-100x100x4.5t
支柱：□-100x100x4.5t

42.7φx3.5t

PL-12t

A型基礎x2ケ

A

▽B・PL下端▽B・PL下端

A・BOLT 6-M16x400L

A・BOLT 6-M16x400L A・BOLT 6-M16x400L

仕上：

特記事項（2）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　　　　 合成樹脂高温焼付塗装

　　　　　　 合成樹脂常温乾燥塗装　

ボルト・ナットは全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く。）

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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図面番号

工 事 名

種　　別

公 園 名

工事箇所

福　山　市

福山市東深津町三丁目地内

福山メモリアルパーク

ベンチ据置図面
番
号

福山メモリアルパーク休憩施設設置工事

／
3

3 縮　尺 図示

設計年月:2025年10月

国
補

令和7年度

特記事項（8）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装　　

　　　　　　　合成樹脂高温焼付塗装

　　　　　　　合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

　　　仕上：［　　　　　　　　　　］　　　　
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以 下 参 考 図 書 







































































レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 施工単価名称

施設整備

遊戯施設整備工

遊具組立設置工

休憩施設

シェルター 運搬費含む 1 1 式 数量集計表

ベンチ据置 運搬費含む 1 1 式 数量集計表

作業土工

床掘り

床掘り 機械施工 3.3 3 m3 各種配分表

埋戻し

埋戻し 機械施工 2.3 2 m3 各種配分表

残土処理工

残土等処分

処分土 投棄料 0.7 1 m3 各種配分表

公園施設等撤去工

公園施設撤去工

休憩施設撤去

木造建築物解体 1.0 1 式

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 1.8 2 m3 数量集計表

処分費

発生材処分費 アスベスト含有材 0.2 0.2 t 数量集計表

現場発生品運搬

現場発生品運搬 石綿含有産業廃棄物 0.20 0.2 t 数量集計表

現場発生品積込み・荷卸し 石綿含有産業廃棄物 0.20 0.2 t 数量集計表

殻運搬

殻運搬 Co（有筋）構造物とりこわし 1.8 2 m3 各種配分表

殻処分

コンクリート塊受入費 再生工場搬入 4.5 5 t 各種配分表

現場発生品運搬

現場発生品運搬 木材 2.50 2.5 t 数量集計表

現場発生品積込み・荷卸し 木材 2.50 2.5 t 数量集計表

伐採工

高木伐採

樹木管理（伐採） チェンソー伐り　幹周20cm未満 11 11 本

樹木管理（伐採） チェンソー伐り　幹周20cm以上30cm未満 5 5 本

樹木管理（伐採） チェンソー伐り　幹周30cm以上60cm未満 5 5 本

樹木管理（伐採） チェンソー伐り　幹周60cm以上90cm未満 1 1 本

伐根

伐根 機械施工　幹周20cm未満 11 11 本

伐根 機械施工　幹周20cm以上30cm未満 5 5 本

伐根 機械施工　幹周30cm以上60cm未満 6 6 本

伐根 機械施工　幹周60cm以上90cm未満 1 1 本

伐根 機械施工　幹周90cm以上120cm未満 2 2 本

現場発生品運搬

現場発生運搬 伐採木・休憩施設木材 1 1 回

現場発生運搬 木根 1 1 回

木根処分

抜根受入費 4.0 4 m3

道路土工

舗装工

アスファルト舗装工

表層（歩道部） 10.00 10.0 m2 数量集計表

数量総括表
工　事　区　分　・　工　種　・　種　別　・　細　別

規　　　　格 数　　量 設 計 数 量 単　位 摘　　要



土量配分 土量の変化率：砂質土 L=1.20 C=0.90 

L=ほぐした土量/地山の土量

C=締固め後の土量/地山の土量

床掘り(地山土量) 流用可能

休憩施設基礎 砂質土 m3 3.3 発生土 3.3 m3

埋戻し(締固め土量)

休憩施設基礎 2.3/0.9 砂質土 m3 2.6 発生土

計 2.6

運搬処理

処分土（地山土量） 3.3-2.3/0.9 0.7 m3

産業廃棄物等

発生材運搬（アスベスト含有材） 0.2 0.2 t

発生材運搬（木材）伐採・抜根・発生材 1.0+0.5+1.0 2.5 t

Co殻運搬（有筋） 1.8 1.8 m3 Co殻処理 4.5 t1.80×2.5

各種配分表



        数 量 集 計 表

細　　別 計　　　算　　　式 単位

施設整備

基礎設置

休憩施設基礎 1 1 1 基

A型基礎 900×500×h600 2 2 2 箇所

基礎砕石 RC-40(t=10cm) 1.1×0.7×2 1.54 1.5 m2

コンクリート
小型構造物
18N/mm2 1×0.6×0.6×2 0.72 0.7 m3

均しコンクリート
小型構造物
18N/mm2 1.1×0.7×0.05×2 0.08 0.1 m3

型枠 小型構造物 (1×0.6+0.6×0.6)×2×2 3.84 3.8 m2

均し型枠 小型構造物 (1.1×0.05+0.7×0.05)×2×2 0.36 0.4 m2

床掘 (1.0+0.3×2)×(0.6+0.3×2)×0.85×2 3.26 3.3 m3

埋戻し 3.26-(0.72+1.54×0.1+0.08) 2.31 2.3 m3

構造物とりこわし工

木造建物上屋解体 手こわし併用機械解体 3.0×3.0 9.00 9.0 m2

成形版除去 屋根材（スレート波板程度） 3.0×1.616÷2×4 9.70 9.7 m2

休憩施設基礎 有筋構造物(Co) 3.14×3.14×0.18 1.77 1.8 m3

殻運搬（休憩施設）

発生材運搬 アスベスト含有材 12.0×19.4/1000 0.23 0.2 ｔ

発生材運搬 木材類 1.00 1.00 1.0 ｔ

殻運搬（有筋） 有筋構造物（旧休憩施設） 3.14×3.14×0.18 1.77 1.8 m3

発生土処分

処分土 地山土量 3.26-(2.31/0.9) 0.69 0.7 m3

道路舗装工

道路舗装

アスファルト舗装 3.14×3.14 9.86 10.0 m2

伐採工

高木伐採 伐採木　0.5ｔ

幹周20cm未満 11 11 11 本

幹周20cm以上30cm未満 5 5 5 本

幹周30cm以上60cm未満 5 5 5 本

幹周60cm以上90cm未満 1 1 1 本

伐根 伐根　1.0ｔ

幹周20cm未満 11 11 11 本

幹周20cm以上30cm未満 5 5 5 本

幹周30cm以上60cm未満 6 6 6 本

幹周60cm以上90cm未満 1 1 1 本

幹周90cm以上120cm未満 2 2 2 本

発生品処分

伐採木処分 0.50 0.5 t

木根処分 1.00 1.0 t

種　　別 数　量


